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はじめに

1 本稿{立，カナダの少年司法(少年法制〉について，独自の少年司法シス

テムとして確立する以前の設階から今白(少年別家裁判法)に至るまでの発展

過程を捜観したうえで，カナダの少年E司法政策の動向を明らかにしようとす

るものである c カナダに誤らず，少年犯罪(者)に対する法的対応の歴史は，

ごく諜略的に見れば，成人d8罪(者)への対応と基本的に異ならない第 l段階
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から，少年の特性(成熟度の低さとその反顔としての可塑性のおさ)を特に強調す

ることによって槙極的な再社会北を自指す第 2段階そ経て，犯罪に対する少

年の責任を追及する第 3段階へと移行してきたと言ってよい。

第 l段階においては，少年犯葬者が刑事責任年齢に達している以上は，成

人犯罪者と問ーの刑事裁判システムのもとで、故われ，成人犯罪者と陪様の法

的効果(刑罰)が与えられるべきものとされていたc このような時期にあっ

ては，少年は「小さな大人(大人のミニチュア)J として扱われ，少年である

という事実は，刑事費任能力を判断する場面以外では特到の意義~認められ

ることがなかった。大人(成人)と子ども(少年)との間の相違は，質的なも

のとして重視されるものではなし単に量的なものとして考慮されるだけに

とどまっていたのである c

2 第 2段階{丸成人と少年の障には質的な相違があるという認識を前提

として，成人犯罪と少年犯罪への区別的対応の必要性が強識されたことによ

り，成人刑事裁判システムとは異なる独自の少年司法システムを割設したう

えで，そのもとで少年犯罪者を扱うようになった時期である。それは， 1899 

年 7fJ 1自，アメリカのイリノイ州シカゴ(クック・カウンティ)に世界最初の

少年裁判所が創設されたことに始まる。それから 9年後，イギリスに f児童

法jが制定されたのと向じ年 (1908if.)に，カナダも， 1"非行少年法J(An Act 

respecting )u¥'cnilc Dclinqucnts， S. C. 1908， c. -10 :以下の本文中では， )DAと略記する，)

な制定して，独立した少年司法システムとしての歩みを7始めることになっ

た。この時期の少年法制の特徴は，いわゆる国綴(パレンス・パトリエ)思想、に

もとづく福祉モデルを前提としていたことであり， JDAも同様の構造営も

つものであった。第 2段階を特徴づける少年司法システム(初役モテ、ノレ)は，

一般に， 1950年代までは安定的に運用されていた。しかし， 1960年代に入

ると，揺祉モデノレにもとづく少年司法システムのあり方に対する批判が一気

に高まり，いわゆる司法モデノレにもとづく少年司法システムへの転換を求め

る声が強くなっていった。

こうしたなかで，四70年代以蜂，アメリカのいくつかの州を中心として，
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カナダの少年主立法政策…一非行少年法から少年別事裁判法へ

司法モデノレそ基礎とする少年司法システムへの転換が積極的に関られ，第 3

段階の時期念迎えることになったのである。北米大践において地理的{こ大き

な部分-t'占め，隣接するアメリカの動向から常に強い影響ぞ受けてきたカナ

ダも，日83年{こ f少年dE罪者法J (An Act respecting young ottenders and to repeal 

the juvenile Delinquents Act， S. C. 1守80-81-82叩 83，c. 110 : J;!、Tの本文ゅでは.YOAと略

記する。)喜子制定してE司法モテソレへの転換を実現しl)，第 3段階としての時期

を迎えたG そして， 2002年に総定され， 2003年 4月 1日から施行されてい

る f少年刑事裁判法J (An Act in respect of cril11inal justice f()r young persons and to 

al11end and repeal other Acts， S. C. 2002， c. 1 以下の本文ゅでは， YCjAとw，i-記する。)

は，より徹成した形の(ように見える)司法モデノレを維持した構造のものに

なっている。

3 もっとも，以上のような流れは…般的な額向として共通しているだけ

にとどまり，世界諸国の少年法部の具体的なあり方は，必ずしも画一的なも

のとして存在するわけではない。しかし，カナダの場合には，こうした段階

的な発展経過が明確に者取されるところに大きな特徴守党ることができるっ

こうしたカナダの少年法制の変遷については，すでに著者として公刊し，

JDA制定以前の段階から， JDAとYOAの;構造と i村容，さらには YCJAの立

法背景と構造をそれぞれ詳縮に紹介したことがある叱ただ， YCJAが施行

されてからすでに 10年が経過しようとしている現在， YCJAの動向(符:ニ立

法違llêiや ílíIJ'iE当初の予怒と実際の巡用との~~lEû) を検証するための機会が部来して

いるように思われる。そこで，以下においては，カナダの少年司法政策の変

ミナ中心として，少年司法システムの制定前から YCJ八制定までの立法史を

再臨認するとともに， YCJAの運用における近持の動向についての検討と

{磁をすることにしたい。

a: 
1) I¥!. G. Aultman， l'J. J. F岨 Leeand K. N. ¥Vright， The Fairness Paradigl11:八11EvalLト

ation of Change in Juvenile justice (l守82)，24 Canadi江nJournal of Criminology， 

pp.1i. 
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ユ) 丸LLtJflE夫子カナダの少年司法.1 (成文:ill;， 2006年九少年可法システムの成立前か

ら少年刑事主主'f司法制定までの動向の詳Klllについては，引用文献をもf誉めて， F6J1!Fを

主主!犯していただければネいである。したがって， これもの部分に隠する本絡でのヲl

nJ!ふ渋小阪のものにとどめている c

I 非行少年法制定に向けての動き

(1 ) 子どもの救済運動

1 1300年代以前のイギリスのコモン・ローにおいては，犯罪者に対する

扱いが年齢によって毘刻されることはなし犯罪を行った者(少年・青年・成

人)は等しく刑事裁判手続の対象とされ，犯罪者に科される刑罰の種類や程

度においても特段の区別がなかったと言われているへその後， 7歳未満の

ds罪者に対する特赦搭霞そ認めるような動きは見られたものの，成人犯罪者

と少年犯努者を基本的に区5.l1Jせずに扱うという態度は長さにわたって変化す

ることがなく，イギリスの植民地として誕生したカナダでも同様の状況で

あった。 たとえば， 1835年にオンタリオ州のキングストン市(IEI1安部)に創

設されたカナダ最古の州別務所においては， /求人把持者{男性および女性)と

少年犯罪者とが一緒に収容されていただけでなく，犯罪の程度や性質にもと

づく分離収容も認められてはいなかっ こうした状況は，必ずしもカナ

ダに特有のものというわけではなし近代市民社会の初期における犯罪者処

遇に共通して見られたところである。

その後，人関としての完成度という観点が次第に意識されるようになり，

年齢に応じた犯罪者の毘別的な扱いが徐々に認められるようになっていっ

た。 19世紀には，成人と子どもの質的相違について一定額度の共通認識が

形成され，コモン・ローにおいて， 7歳未満の者が絶対的責任無能力者とさ

れ， 7歳以上 14歳未満の者が責任無能力を推定される存在として扱われる

運用が確立されていったへこうした態度はカナダlこも継承され6)，その後，

カナダで最初の部法典 (AnAct respecting the Criminal Law， s. C. 1892， c.29)にそ
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カナダの少年司法政策 非行少年法から少年刑事裁判法へ

の趣旨の規定が置かれることになった (9条， 10塁走)0 i歳未満と 14)設米満の

に対するこのような特別扱いの理論的根拠は，告白意思にもとづいて昌己

の行為を選択しうる怒性的な存在として人間を把握する!日派{お災学派)の

把罪理論に求めることができる c I日派によれば，責{壬能力'J:'有すると特i訴さ

れた 7歳以上の者は，蓄=惑の弁識をナ前提として自己の行為を制御しうるもの

と考えられたことから，たとえ年少者であったとしても，本質的に大人と

ならない存在(大人のミニチュア)として，自弓が自由に選択した行為(犯採)

について大人と詞じ法的効果が与えられるべきだとされたからである。した

がって，成人の可法システムから区別された独自の少年法制が確立する以前

の段階においては，少年(子ども)であるということは，i歳未満の者と 7歳

以上 14歳米満の者にとって意味を有していただけにすぎなかったというこ

とになる

2 他方， I日派の犯罪理論な支えた近代市民社会は，その成立とほぼ問時

期から千ギリスで進展し始めた産業革命を契機として，急激で大きな変化を

経験することになった。窓業革命にともなう資本主義経済の飛躍的発展と

速に進展した都市化は， 19 t設紀の半ば頃から，アメリカのニューヨーク，

シカゴ，フィラデノレブイア，ボストン，カナダのトロントといった当時の大

都市ミヶ中心として，大規模な失業と 不安定な麗用，劣悪な就業状態，

移誌の増加，スラムの形成といった， }五範で深刻な社会的混沌そもたらすこ

とになったc それとともに，日常の家庭生活における父親の不在や働く母親

の出現などが，生活単位としての家患の麗壌を乙急速に進展させ，その結果と

して，放任された子どもの増加，路上生活を余儀なくされる子どもの出現，

dE罪・非行・逸脱行動に走る子どもの寄在が顕著なものになっていったので

ある針。こうした状況のもとで，理性的な人間像を前提として人間の絶対的

な自由意思、を肯定する!日派の理論(非決定論〉の現実的妥当性に重大な器開

が提起され，決定論喜子基礎とする実証主義的犯罪理論(新派ないしは近代伊派)

が次第に支配的になっていったの。実証主義的犯罪理論は，人間の行動は言語

質と環境の相関関{系のもとで決定されていると考ふ少年犯罪(さらには少年
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の問題行動…絞)そ抑止するためには，社会的非難はまったく無意味であり，

少年金取り巻く劣悪な環境を改善することこそが重要だと考えた。ここか

ら， 19世紀後半から 20世紀にかけて，世界的な規模で，子どもの救済運動

が展開されることになったので、ある加。

カナダにおける子どもの救済運動は，現在のオンタリオチHを中心に，多く

の上流・中流階級の人々を巻き込んだ広範な社会運動として，さまざまな場

面で精力的に展開されていった11)。それは，スラム街の一掃，人道的な工

場j去の制定，公教育の充実，刑務所の改蓄などを推進することによって，親

や保護者による放託・虐待あるいは雇用主による搾取といった劣悪な環境に

置かれている子どもや，路上生活や犯罪行動ぞ余儀なくされている不幸な状

態にある子どもを保護しようとするものであった。また，それと持時{こ，

どもの養育環境としての家箆機能の震要i主が強調され，喪失ないしは低下し

た家庭機能の閤袈とともにその維持と向上のために努力が傾注された。こう

したなかで，少年犯罪(反役会的行為)についても，貧留のような不遇な状態

や欽酒・性的不道徳・怠惰のような逸脱行動(非社会的行為)と犯罪とは本質

的に異なるところがないとの基本的認識から，犯罪者としての熔印(ラベリ

ング)の回避が強擬され，家庭の一般的機能(家後関係，教育， )出t~ ， 余1I11t 在放

のぞ李氏将米の魚沼設計なりの回復が求められたのである。反社会的存在とし

ての子どもと非社会的存主としての子どもをナ「要保護jの観点、から総括的に

記撮(問視)する態度は， r 1i文{壬された子どもとしづ状態と少年犯罪者という

状態は，潜在的犯罪者?と顕在的把持者の相違にすぎないj とする表現に示さ

れているように， JDAにおける広範な事物管轄をナもたらす根拠となったの

である

もっとも，子どもの救済運動は，人道的な目的から展開されたものではあ

るが，必ず、しも利能的なものに終始していたわけではなL、。当時の社会状況

のもとで，それは，社会経済的なエリートが下層階級を閤定化しようとする

ものでもあったし，上涜・中流階級の人々から構成された運動家たちが!とi己

の生活状態を把罪から訪fItfL，伸展させるものでもあったことが指摘されて
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カナダの少年司法政策……非行少年法から少年刑事裁判法へ

いる問。しかし，その一方で，子どもの救済運動こそは，要保護少年一般

に対する特別な扱いを強調することによって，独自の少年司法システムとし

ての JDAの制定合推進したことも短いようのない事実である c

(2) 立法の動向

1 19世紀の半ば以詩のカナ夕、においては，子どもの救済運動が高まりを

見守る一方で，昭事裁判制度における少年把罪者の扱いにも変化が見え始

め，部分的ではあるにせよ，少年という抱苦手主体の特性に着目した特別な扱

いが徐々に承認されるようになっていったっ

連邦レベノレにおける契識は行刑函における克直しであり， 1849年には，

正方議設のあり方{こ関する議査委員会報告書 (TheRo¥'al Commission on the Proト

incial Penitcntiary、TheSecolld Report of the Royal CommIssIoll 011 tlze ProγII1CIal PenItelト

tImアatKIl1gstOl1， 1849)カ1， カナ夕、と下部カナダに少年犯罪者専用の

施設を創設すべきことを勧告したとこれを受けて， 1857年には，刑務所公

はじめとする収容施設の設詮・改善に関する法律が部定され， 21歳未i前の

犯罪者で自由刑を宣告された者に対する専用の矯正施設の剖設が明示された

(八nAct五JrEstablishing Prisons for YOLll1g Offenders， for the Bettcr Go¥'ernment of 

Public :¥sylums， Hospitals and Prisons， and for the Bctter CO!1structioll of Common 

山 ols，S. C. 185i， c. 28)。そして，降;去を提拠として， 1857年には下部カナダ(こ，

さらに 1859年には i二部カナダに，それぞれ少年犯罪者専用の矯正施設が設

されることになった

2 間諜の裂!きは，裁判手続の設階において， さらに なものとなっ

たコ 1857年には，それまでイギリスの刑事裁判手続に従って成人担罪者と

関列に扱われていた少年js罪者について，裁判前の長期にわたる勾認の回避

と裁判手続の詫進とを目的とする法律が総定され(加入ctfor the i--Iore Spεedy 

Trial and PlInis 

容は 1859 (:¥11 Act rcspecting the Trial and Punishment of JlI¥'Cnile Of長:nders，S. C. 

守l



1859， c.106)にも引き継がれた。 1857年法は，効力の及ぶ範囲が上部カナ夕、

と下部カナダに限定されてはいたものの， 1908年に掛定されることになる

JDAの内容を先取りしていた部分も多し「少年程罪に関するパイオニア的

立法であるj として高〈評錨されるものであった目。さらに， 1869年には，

少年犯罪者の身柄解放の積極的推進と移送審理の簡易化を臣的とする法律が

制定され (AnAct respecting the Trial and Punishment of )u¥'enile Offenders， S. C. 1869， 

c.33)，その内容は 1886年法 (AnAct respecting ) u¥'enile Delinquents， S. C. 1886， c. 

1mへと引き継がれた。その後， 1892年制定のカナダ刑法典は，これらの

倍加立法(特に 1857年法， 1869年法， 1886王手法)そ統合したうえで， 80ヲ条から

831条にかけて少年犯罪者に関する独立の章を設けて， 16歳未満の少年犯罪

者による正式起訴犯罪に対する独自の裁判手続を規定したのである。また，

550条には， 16歳未満の少年犯罪者について， i適切と判断される限り j

で，裁判の非公開と成人被告人との分離裁判の要請が規定されたc しかし，

少年犯罪者に対する特別の扱いな明示した刑法典も，刑罰の重さについては

少年に対する特別な扱いを導入せず，依然として，犯採の程度に着目した行

為主義的な対応にとどまっていた則。

その後， 1894 年には，別法~550 条の趣旨と内容を徹底する方向での法律

が制定されたはnAct respecting Arrest， Trial and Imprisonment of louthful Offendω 

ers， S. C. 1894， c. 58) 0 I可法の制定によって，少年犯罪者については，裁判段階

だけでなく，逮捕・勾留(授査段階)を含めた手続の全段階にわたって，成

人犯罪者から{常{こj分離して扱われることが要請され，できるだけ施設に

収容せず、{こ改苔ェを留ることが目指されるようになったのである。

3 少年犯罪者に対する特別の扱いは，連邦レベノレだけでなく，州レベノレ

でも次第に実現されていった。そうした動きは，オンタリオチトiにおいて特に

顕著で、あった。

オンタリオチトiは， 1874年に，教育・しつけ・職業訓練を中核とする少年

認11諌施設に関する法律を制定して， 14歳未満の者のうち，浮浪者や乞食，

親の保護に欠ける者，親の不通切な監護のもとにある者，不就学者などを:'t~
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カナダの少年司法政策 非行少年法から少年刑事裁判法へ

象{こ， 15歳までを限度として少年百111練施設に収容することを認めたはnAct 

respecting the Industrial Schools， S. O. 1874， c. 29)。その後，開法は， 1884年改正

によって，軽鍛程界を実行した者にまで収容対象を拡張している(加八ctto 

amend and consolidate the Act respecting thεlndustrial Schools， S. O. 1884， c. 46) 0 1874 

年法以後は，少年犯罪者に対する不定期刑の導入し改善を理おとする身

柄解放や責任ある自発的な成人の身柄保証にもとづいて釈放を認める法律

(An 

歳未満の者と 21歳以上の者と{こ分離して処遇する法律 (AnAct for the Protec-

tion and Reformation ofNeglected Children， S.O. 1888， c.40)， 13歳未満の犯罪者の

矯正施設収容を禁じて少年訓練施設に収容する法律 (AnAct respecting the 

Cllstody of Jllvenile Offとnders，S. O. 18ヲ0，c. 75; An Act respecting the Commitmεnt of 

Persons of Tender Years， S. O. 1890， c.76)が，相次いで制定された。特に，最後

の2つの法律によって，オンタリオ州における少年担罪者の収容姑分は，本

来の家底環境に類似した小住宅システムの少年訓練施設を中心に展開される

ことになった。また，その後に続いて制定された 1893年法 (AnAct tor the Pre-

vention of Cruelty to， and Better Protection of Children， S. O. 1893， c.45)は，福祉施

に対しても，放託された子どもの坂収容や誠査・報告権，さらには処遇権

を認めている。こうした状況のもとで， システム全体に関する 1891年

報告書 (Reportof the COl11l1lissiollcrs A.ppoil1ted to EllqllIrc illto the Prisol1 ol1d Reforl11{lω 

tory System of 011tario， 18引)は，少年ヨ11線擁設における教育中心の処遇の推

進，アフターケア・プログラムの策定とアフターケア施設の部設を提言する

とともに，手続出に関しでも，公衆の面前での逮捕や公選上の連行の禁止，

撤底した成人との分離勾留， 14歳未満に対する通常裁判所への訴追の禁止，

窺(保護者)とプロベーション・オフィサーの裁粍への出席，適切な成人によ

る身柄保証を条件とするダイグァージョンの積極的活用，収容処分の最終

手段性の承認，などを提言した。そして，刑法典 550条の趣旨と内容を敏底

する方向で、制定された記述の 1894年法 (AnAct respecting Arrest， Trial and lm-

prisonment of Y outhflll Offenders， S. C. 1894， c. 58)は，連邦法であると同時にオン
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タリオ州だけに適用される条文を内包しており，オンタリオチトlにとっては，

1891 年報告書の提言合具体化したものにとどまらず，少年抱罪者におfする

立法の集大成という意味を持っていたのである。

同じような動きは，植の外lにおいても見られた。たとえば，ケベツクチH(ま，

1869年に，間年制定の連邦法 (AnAct rcspccting the Trial and PlInishment oi JlI-

vcnilc Offenders， S. c:. 186仏 c.33) をチHP'Jで呉1*1ヒする法律ミナ制定して，少年用

の改善施設を了中心とした処遇を導入するとともに，少年改善施設を利用した

分離勾留を認めることになった C-¥nAct rωpccting Jllvcnilc Offenders within the 

i勺ovinccof Qllebec， S. Q. 186ヲ， c‘34)。また，ブリティッシュ・コロンピア州にお

いては， 1890年制定の矯正施設に関する法律 (AnAct respccting the Reformatory， 

S. B. C. 1890， c.108)にもとづいて， 16歳米満の男子js罪者について，教育・

職業訓練・道fR主的教化を中心とした少年改善施設への収容処遇公認めること

Lこなっ?こ。

以上のように，連邦法と外I~去のそれぞれが少年把罪者の例外的な扱いを示

していくなかで， 1890年代初頭にはオンタリオ外!のトロント市にカナダ

で最初の子とも裁判所 (childrc口、scourt)が部設され，実務上ふ少年司法シ

ステムとしての独立性と独自性が一関強化されていくことになったそ

れは，祈iJfc刑法理論ぞ具体化するものでもあった

;王
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主主)122頁以下参照。
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Can立da(19i2)， 14 Can立dianJournal of Criminology and Corrections， pp.263. 
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YOA.， in Y O1l11g 0かlldcrDispositiollS: Pcrspccti¥'cs 011 Prillciplcs olld Practice， edit品

川7 しょ Bcaulieu，1989， pp.28. 

II 非行少年法の時代

(1 ) 非行少年;去の内容と主な改正

1 1908年に制定された )DAは， J:述したように，少年犯罪者を要保護

少年の一部として扱い， しかも成人犯罪者に比べて保護的に扱おうとする動

きの成果として実現したものである。また， JDA (ま，国親思想、{パレンス・パ

トリエ){i:前提とする保護原理に立脚した福祉モデノレ少年法棋として成立し

たものであり，アメリカに先導された当時の諾患の少年法制と共通するもの

でもあったむしかし，その一方で， JDAが連邦の刑事立法として成立した

ことと，連邦と1+1との隠の特殊な関話(1+1の独立性の強さ〉を，カナダ{こ特有
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の特徴として指摘しておかなければならない。

当時の福祉モデノレ少年法制の多くが民事法の体裁を採ったのに対して，

JD八は， 1867年憲法(BritishNorth America Act (U.K.)， 1867， c.3) の制約のもと

で，刑事法の体裁をもって制定されることになったっ 1867年憲法は，連邦

と外iの立法管轄について，刑事立法権を連邦に配分する一方で，民事立法権

や裁判の運用に関する立法権，チN~去における罰則制定権を外i に配分していた

(91条， 92条)。そのため，連邦一律の少年法制の導入念前提として制定され

た JDAは，刑事立法の体裁をナ採る以外に方法がなかったのである。しか

し，この選択は，その後，連邦と外!との特殊な関係のもとで，複雑な fねじ

れ議象j をもたらしただけでなく，事実上の破結合生じ， YOAの制定を泥

進する大きな婆留となるものであった。

2 JD八の基本姿勢を端的に示していたのが，制定当時の前文である。そ

れは， i少年犯持者 (youthfuloffcnders) ぞ通常の犯罪者〔成人犯罪者 (ordinary

criminals) Jと碍じに捉えたり，同じように扱うのは，全く適切でない。社会

福祉は，少年を犯罪(者)から保護するとともに，その慈しき傾向を抑制して

良き本性全伸ばすために，少年犯罪者を賢明な保護と処遣と統制 (wiseC3r・e，

treatmピntandω山(1)の対象とすべきことな要求するj として，福祉的観点

に立脚した保護立法(溺おJ:モテソレ)であることをナ明言していた。裁判例のなか

にも，このような JDAの福祉的性格に言及したものが見られる 19)。こうし

7こ前文は 1929年新法(八nAct respecting )uvenilc Delinquents， S.c. 192ヲ， c.46)以

時には存症しなくなるが，福祉モデノレiJ:基礎とする JDAの全体構造は，最

後まではnAct respecting )uvenile Delinquents， R. S. C. 1970， c. )-3)変化することが

なかった20)。

このような基本姿勢から， JDAは， 16歳未満の子ども(少年)による違法

行為(連邦法・州法・地方自治体法の各罰則途反)を非行として扱いは条， 3条)，

専門裁判所である少年裁判所の専属管轄に置くものとした (4条)。裁判手続

は，成人の略式起訴拒罪に対する裁判手続(絡式手続)に準拠するものとさ

れたがら条)，非公開と成人との分離手続が要求されるとともに (10条)，柔
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カナダの少年司法政策…一非行少年法から少年刑事童文学lj~去へ

軟な運用を自的とした非形式的手続の裁量的導入が認められ (14条)，プロ

ベーション・オプイサーの関与が広く認められた (27条)。こうした裁量的な

手続によって，要保護性の徹底的な解明と最善の処遇選択が可能になると考

えられたのである。これらの点は，裁判前における成人との分離勾密 (11

条)や，きわめて例外的な措置としての通常裁判所への移送付条)，非行少

年の間一性に関する情報の公表禁止 (10条)，支援組織としての少年裁判所

委員会の活用 (23条)などとともに，少年の特性に配癒したものであったc

その一方で，適正手続に関する条項は， JDAのもとでは，最後まで規定さ

れることがなかった。また，毅・保護者による処分の代行(代怒資{壬)を認

める規定 (18条)や，非行を助長した成人の寅任を追及する規定 (2守条)の

孝子在からは，非行少年公犯罪者としてではなし誤った道(非行)に踏み込

んでしまった「一種の被害者j として捉えようとする態度(保護的扱い)が端

的にうかがわれる。

その後， 1924年改正 (AnAct to amend the Juvenile Delinquents Actふく:.1924，c. 53) 

は， r性的不道徳行為またはそれと類似の不道徳行為j というステイタス・オ

ブェンス全も取り込む形で非行概念を拡張することになった。これは，非行

少年を要保護少年と関等に捉える点では基本姿勢に忠実なものであったが，

i侵害原理に爵和しえない不良行為をも管轄下に誼いた点で刑事立法としての

性絡を暖味にするものであったまた，年齢管轄の上限については， 1ヲ21

年改正が 18歳未満への一律引き上げを図りながら州の反対で隷閣を余儀な

くされ7こり {八日入ctto amend the Juvenile Delinquents Act， S. C岨 1921，c. 37)， チト!の

裁設や男女別の上限設定喜子導入するなどはnAct respecting Juvenile Delinquents， 

s. C. 1929， c. 46)，連邦と外!との関の特殊な関係に超国して大きな混乱が生じ

ていた。その結果，砂羽生ド以降の JDAにおいては，年齢の上設に関して，

16歳未満， 17歳未潟， 18歳未満という選択肢とともに，性別を根拠とする

別呉の設定という選択設が州に保障されることになってしまったのである。

このような事態は，カナダ全土に適用される(べき)連邦法として制定された

JDAの意義が大きく後退したことを意味するものであった。
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3 保護処分としては，当初，有期・無期の審理の延期，答 10ドル以下

の罰金，容適切な人物による観護，を在宅でのブロベーション，

家!岩等への委託，事援助組織等への保護委託，生少年言"練施設への収容，

の 7種類が認められていた(16条l項)0 ま1玄は，プロベーション・オフィ

サーが庭接的に関与するものであり，事Iも起工義のブロベーションに含めるこ

とができる。このような処遇内容は，プロベーションを中核として少年の再

社会{ヒを国ろうとする基本姿勢を呉体化したものと言ってよ L、。その後，

1924年改正により，工;に f処分の延期j が付け加えられ，事の部金額の i二

患が 25ド/レに引き上げられるとともに，裁判所が適当と判断する遊守事項

(被~:者への謝若手や弁償など)をi果したうえでのプロベーションが追加されたc

また， 1929年新法において処分の停止が追加され (20条1Ji:[)，夕、千ヴァー

ジョンの様相がさらに強まることになったのこうした結果， JD八の規定す

る処分は，最終的{こ，プロベーションを中心とした 9器類のものとして確立

されたのである c

処分の選択に当たっては，少年自身の利主主と の利益との調和が

求められただけで (16条5項入それ以上の処分選択基準は規定されることが

なかった G 少年の手Ij益と社会の利益とは相反関係にないとする毘親患想、から

すれば，両者の調和(合致)は当然のものとされ，裁判官の裁議的判断によっ

て充分に達成できると考えられたからであるとしまた，処分の執行につい

ては，成人犯罪者との分離収容 (22条)などに，少年の特性への記慮が見ら

れたc 地方，処分のl努 I~\j に関しては積極的な規定が置かれることはなし 21

歳に達するまでは少年裁判所の後見的管轄に置くという一般原則が規定され

るにとどまった(16条3rm。そのためラこの規定を根拠として，裁判官は，

処分執行中の少年ぞ再出廷させたうえで，身柄解放，新たな処分の言渡し，

通常裁判所への移送令命じることができたc しかも，その場合には，事Irたな

犯罪や証拠にもとづく審理までは要求されず，ブロベーション・オフィサー

や収容施設の責任者の報告にもとづいて事案を処理することが可能であった

( 16条4坂)。このような運用守支えた後見規定は，事後約な不利益変更の適
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否という陪題を別にすれば，実効的な再社会{ヒ(柔軟な主主益的対応)という点

との関部では有意義なものであったと言ってよい。

4 制定当初の JDAは，事実認定ないしは処分に対する不服申立(J二訴)

に関して，何らの規定も有していなかったc 少年の初主主と社会の手江主主との調

和-2:'当然の前提とする隠親思想、からすれば，少年裁判においては，不服申立

は本来的にありえないと考えられたのであろう c 実擦にも，不日良市立は許さ

れないという運用がなされていたようである。しかし，その後の 1929年新

法においてー公共の利益と可法の適正な運用に適合する場合に限ってではあ

るものの，チHの高泣裁判所裁判官の特別な許可合条件としてと訴が認められ

ることになった (3i条入

(2) 少年犯罪者法制定に向けた動き

1 カナ夕、の少年法iJjlJ-2:'支える最初の法律として成立した JDAの特徴は，

刑事j去の体裁を採用した連邦法であったこと，ステイタス・オアコニン

スをも取り込む広範な事物管轄を持っていたこと，嬰保護性の解明と

の処遇を選択するために柔軟な手続が採られるとともに，き関係者の裁

量性が強かったこと，答その反語として適正予読条項が存在していなかっ

たこと，にまとめられる。工3の性格が徹底されなかったことに対しては，す

でに初期の段階から厳しい批判が加えられていた。その後， 1960年代

祉モデノレ少年法制に対する批判が高まるにつれて立宣;三じをの特教も批判にさ

らされることになり，さらに 1960年代以降の新たな社会情勢として，を再

社会化に対する懐疑論と芝、少年抱界に対する厳しい対応への要求が加わ

り，司法モデノレ{こ立!却する少年法制な求める動きが一気に強くなっていった

のである。

2 主の連邦法としての不徹底さは，剥定直後から，各1+1において，縮行

時期の絞…の見送り，非行被念の不一致，管轄年齢の不統ーとして表弱化す

ることになった。 186I の の制約によって，連邦法としての
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JDA i"各チHで施行するためには，そのための州法の制定・公布という手続

が必要とされた (34条)。しかし，それにもかかわらず，当時の各外!は，た

だちにその要請に対応できる状況になかったため， JD八の内容を実現する

のに適した施設が存在する地域に眼って，総督の布告にもとづいて JDAぞ

施行するという例外的な措置が認められた(35条)。連邦政府としては，

JDAの施行範屈を事実として徐々に拡張していこうと考えたのであろう。

しかし，こうした例外的措置は最後まで変わることがなかったため， JDA 

の施行状況は，州、i間で不統ーであっただけでなく，開一州内における地域障

での不統ーをもたらすことになったのである。また，非行誠念の不一致は，

州法・地方自治体;去の罰出違反だけでなく，後にステイタス・オフェンスそ

も管轄対象に取り込んでしまったために，州・地域によってそれらの内容や

範囲が異なることから生じたものであった他方，管轄年齢の不統一と

いう事態は，すでにJiたように，産接的には上限年齢の統一的な引き上げに

失敗したことに起因しているが，その背景には，州{こ対する連邦の大幅な譲

歩が混乱に拍車をかけたという事舗がうかがわれる。

このような混乱状況は24L 連邦一律の少年法制の実施そ目指す連邦政府

にとっては大きな問題であったが，外!の独自性・独立性を主張する各チHの政

飛にとっては，格剖に問題視すべきものとは考えられることがなかった。特

に，苧・年齢の統一については， YOAの制定に当たっても各チHが最後まで

強く抵抗していたところであり，カナダにおける連邦と州との関部の特殊性

(ねじれ)が象徴的に現れたものであったc ようやく YOAが連邦一律の施行ーを

実現できたのは， 1982年憲法(加八ctto give effect to a request by the Senate and 

House of Coml11ons of Can呂da，Schedulc B of the Canada Act 1982 (じ K.)，1982， c.11; 

Canadian Charter of Rights and Freedoms， Part 1 of the Constitution Act， 1ヲ82)が制定

されたことによるものであり，連邦と外!との関係が改苦ニされた結采としてで

はなかったので、ある。

3 杏の広範な事物管轄の問題性は，の性格と密接に関連するもので

あったお)。非行概念の不統一が連邦法としての性格の不徹誌に起隠する一
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方で，成人においては待ら法的子渉の対象になりえないステイタス・オフェ

ンスまでそも管轄に取り込んだことは，刑事法の護審原躍に正面から対立す

るものであったc 民事法の体裁を採る少年法制においてさえ，処分の拘束的

性格(不利益性)に着目してステイタス・オアェンスに対する批判が高まった

1960年代以降，この点は，刑事法として立法された JDAにおいては特に深

刻なものとなった。また，それとの関連で，問時期に隆盛を迎えたラベリン

グ論においては，ステイタス・オフェンスにもとづいて少年が犯罪者と類似

の熔印を押されることは許容しえないものとされたのである制。

まさ主の特徴と壱の特徴とは，裏腹の関係に立つものであった。余すところ

のない要保護性の解明と最善の処惑を選択するためには，柔軟な手続と裁量

的な運用こそが望ましいものとされ，適正予続の保障は，ある意味で有害と

考えられる場面も否定できなかったからである。しかし，他方では，裁量権

の罷界について特に規定するところがなかった JDAにおいては，会主}の特

徴は然制限・無制約的な運用に泊る危検慢を持つものでもあった2i)。特lこ，

後見規定にもとづいて処分やの少年を少年裁判所が管轄することは，処分の

卒後的な不利益変更という点での 2護処罰の疑い，行政の主導による処分変

という点における三権分立違反の疑い，投書原理への抵触， といった重大

な問題を内在させていたのである刻。さらに，その後， 1960年のカナダ?握

手口章典の制定 (Canadian13i1l of Rights， S. C. 1960， c. 44)，一連のアメリカ連邦最

高裁判所判例(ケント事件判決江守66:$J，ゴーノレ i、事件判決 [1967主幻，クインシッ

ブ事件判決 [1970f日)を契機として，少年法制と適正手続の保障が調和可能な

ものだという認識が確立されることになったc その結果， 1970年代には，

大都市を中心として，弁護人依頼権守中心とする適正予続モデルにもとづく

実務運用が実現することになったのである。

4 JDAの構造(こ対する批判と並行して，その再社会住致策に対する龍疑

論も高まっていった。処分の中心であったプロベーションに関して，プロ

ベーション・オプイサーの絶対数の不足と誤報の不充分さ，さらには能力の

抵さが指摘される一方で，最善の処遇選択の主役であるべき裁判官の能力{こ
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対する疑念が示され，19iO年代には，福祉モデ/レ少年法制の目指した儲別

処遇は「単なるリップ0・サーグィスに過ぎなかったj と言われ29)，JD八{立非

行少年の再社会{ヒに失敗したという認識が形成されるようになっていった。

また，施設収容込過に対しても，成人犯罪者処遇{こ隠する実態調査にもとづ

く有名なマーティンソン論文30)の のもとに，処遇実績に対する懐疑論

が大きな高まりを見せることになったのである 31)。こうした動きは，少年

犯罪が深刻になっているというそラル・パニックとも結びついて，次第に福

祉モデノレ少年法制は fなすぎるj という認識を生み，法と秩序の重視，適正

な(犯;J1lと均衡のとれた)処罷の要求，毅然とした対出合求める声となって

いったのである特{こ，この点については，総!史的ないしは地理的に関

保の深いイギリスとアメリカの影響守否定することができないc

このような JDAの問題性が議擁される一方では，ラベリング論と結びっ

く形で，正式な法的手続以外で扱うことが適切な少年と正式な法的手続が必

な少年とを峻別したうえで，ダイヴアージョン{e積極的に活用することが

されてもいた33)乙夕、イヴァージョンの積誼的活用は， YOAによって

現した後， YCJAにおいて…層の充実を連成し，カナダ少年法制の大きな特

徴を形成していくことになる c

5 1960年代に入ると，以 l:のような支出命的・社会的状況をナ背景として，

連邦政府守中心に，新たな少年法制を実現するための動きが具体吃していく

ことになった。

連邦政府による JDAの本格的な見直し作業は， 1962年の非行問題検討委

員会の招集によって開始され， 1965年に 100項目の勧告を?含んだ報告書にま

とめらnt，こ(De刊行mentof justice Committeεon luwnile Dclinqucncy， jUl'ellIle J)C 

lill(jllel1C)' ill Cilllar!a: The 1¥e1'or/ of the Departlllell/ o(Jus/Ice COllll1lIttee 011 jll1'ellile De-

lillquel1c)'， 1965)ご報告書は，a:非行少年対策には連邦・州・地方自治体の

{動が必要で、あり，そのための多大の財政支出を党活すべきこと，宰i 少年法

制は成人刑事法制のカウンター・パートであるから，長会刑事法の形式の連邦

法であるべき二と， ~是非行諜念と管轄年齢、を統ーしたうえで，連邦での統
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一的運用が密られるべきこと，号したがって，州ごとの異なった扱いは正当

叱されないこと，が暁示された。 四65年報告は，福祉モデノレを維持したう

えで， そこに司法モデソレからの要請を誤認約に寂り込もうとしたのである。

その後，間報告を基礎として 1970 (Bill C-l92lが提案されることにな

るが，その内容は， 1少年犯罪者j という名称やステ千タス・オフェンスの排

誌に見られるように‘ 1965年報告i担、とにE立法モデルに接近したものであっ

た。 1970年草案に対しては，学界レベルでは賛否隠論が搭拭したものの，

レベルでは福祉モデノレから離れることに対して保守系政党と革新系政党

の剖を関わずに縫しい評舗が与えられ，その実現はー額だにされることがな

かった。また，財致B守金担の急激な増加!に直面させられることになる各州の

反対もきわめて強硬なものであったc このため，学界や実務の一部から

的な評舗を得た 1970年草案も，当時の社会倍勢のもとでは時題尚早なもの

とされ，日の目を?克ることがなく終わったのである。

しかし， 1970年草案を契機として，少年法制の (こ関して，福祉モデ

/レを支える f処遇jと1再社会化jだけでなく， 11個人の支f1:J，! 社会の

， 1応報jといった観点が次第に強調されるようになっていっ

また，大都市を中心とした実務において適正予続;環視の運用が一絞化してい

くなど，次第に，司法モデ/レ{との動きがカナ夕、社会全体に広く根づいていっ

こうしたなかで， 1973年のワーキング・グループ報告 (λ!inistr¥'01' tbe 

SoIicitor General， ，"li!llltes o[ the First Meeti!lg 0/ the YOlll1g ()打れuiers¥¥'orkil1g Grollp， 

1973) -3:経て， 1975年に，非仔少年法改正検討委員会報告 (SoIicitorCen 

c‘mada， YOllIIg PerSO!l5 il1 COl1pict with the Lnll': A Report 0/ the Solicitor Gel1crnl's COIlト

lI1ittee 011 Proposnls J(J1二N'Clγ Legislatiollto Rcplncc the jlll'cllile DelinqllCllts Act， 1ヲ75) カミ

まとめられたのである o 108項註の勧告を含む報告は，夕、イヴァージョンの

務態的活用を提言する一方で，犯罪行為だけを?管轄する新立法の必要性守強

議して，ま少年と社会の11立における援利と玄詑の調和，手続的権利の保

障，ミ~不服申立権の拡充ミアはじめとして，司法モデル少年法制の部設を提

した。その後，時報告を基礎として，同77年および日79年の
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(Solicitor General of Canada， Highlights oJ the Proposcd New Legislation Jor YOllng OJ-

Jcnders， 1号7i;Solicitor General of Canada， Legislative Proposals to Replace the Jlll'cnile 

Delinqllents Act， 1979)を経て， 1981年草案(BillC-6l)がまとめられることに

なった。この時点、では，すでに， JDAの立法形式と講造に起因する問題点

の根本的な解決方法として， ]:司法モデノレを前提とする少年法制への転換が当

然のものと考えられていたと雷ってよい。ただ，そうした状況のもとでも，

11長一残されていた論点は，連邦一律の年齢設定の導入であり，ほとんどの州

が，州の独自性を強調して最後まで、反対を続けた。しかし，そうした反対L

1982年憲法 (CanadianCharter of弐ightsand Freedoms， Part 1 of the Constitution Act， 

1982)の平等条項によって挫折せざるをえないものとなり，年幹部分に関す

るYOAの施行時期を平等条項の発効時期 (1985年)まで延期させるという

影響力しか持ちえなかった。

このようにして，名実ともに連邦法としての YOAの制定が実現すること

になったのである。
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III 少年犯罪者法の時代

(1 ) 少年犯罪者法の講造と内容

日83年に制定された YOA(An Act respεcting )'oung offenders， R. S. C. 1985， 

c. Yイ)は，管轄年齢の上限全 18歳未満とする部分の路行が 1985年(1982年

滋法における平等条項の発効時点)まで績予されたことだけを別にして， 1984 

4月からカナダの全土において一律に施行された。 YOAは， 12歳以上回歳

未満の少年の行った連邦法令上のm採(総長江遼反〉だけを専門の少年裁判所

の管轄に置くことによって，読書原理との調和を達成しただけでなく (2

条， 5条)，施行時期を同一にすることによって，連邦刑事法としての統一的
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な施行と運用とを確保したのである。

JD八が前文に一般的な姿勢(捻ぐ?と理念)を規定していたにすぎなかった

のに対し， YOAは，より呉体的な基本原尉を宣言することによって，全体

の解釈と運用金指導する原理主ナ明示した(3条 1項)c YOAは，主;把苦手に対

する少年の支ー任の承認と追及，立社会の犯罪防止義務と社会防得権の承

認，主;少年の特性(成熟佼と発達[交の[択さ)と要保護性に応じた扱いの必嬰

性，ま夕、イグァージョンの積極的活用，主{成人犯罪者と同等の適正手続の

保障f，官最小限の自由制限と少年のニーズの尊重，主告知喜子受ける権利の

承認，玄親の監護責任のなミ認と親の監護権からの離脱の例外性，を明示し

たのである。このような原則宣言ーから， YOAは，司法モデノレの構造を前提

としたうえで，福祉モデノレの自的ぞ達成しようとした少年法制として特徴づ

けられている制。地方，個々の原知相聞における優劣関採が全く明らか

にされていなかったことから，いず、れのE支出を重視するかに応じて，司法モ

デゾレと~ÏÎ'Î羽上モデノレJ;J、タトの言者モデ/レ(社会変革モデ/レ，適正予絞モデ/レ，正義モデ

ノレ，犯罪統iIiリモデノレ)からも一応の説明が可能な構造になっており その後

の多様な実務状況と対舘的な週間・評知iをもたらす!京悶となった。このた

め、 3条は現実的な解釈・運用の指針ーになりえないものとして批判され知，

より実際的な機能伝来たしうる形で再構成すべきだとする立法論が主張され

ること lこもなったのである

2 捜査段I~皆においては，基本的に成人担罪者と同様の扱いが認められ，

手錠の能活や指紋深寂・写真際影等についても特別な制約条頃は設けられる

ことがなかった。ただ， l1"x言語べに寵してだけは，少年の特性喜子重読した厳格

な要{午を遊守することが明示された (56条)。すなわち，弁護人依頼権の告

知とその実質的な保障 (11条)，さらに親(保護者)等との椴談や立会い宏保

したうえで，少年の年齢や成熟度に応じた言葉にもとづいて供述を得るこ

とが要求されラそれらに違反して得られた供述は証拠能力がないものとされ

たのである制。少年による弁護人依頼権や立会要求権の放棄も認められた

が， そのための要間二と手続はきわめて厳格なものであった。実諮にも， 56 
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条の解釈については判例も非常に厳しい態度そ採っており，控縮な手続違反

を理由として供述の証拠能力が冴定される事案が続出したのである。また，

勾留は例外的な場合に限って取りうる措置とされ (i条)，積極的な身柄解放

が目指されていたc これらの点にも，福祉モデノレの考え方の維持と継続とな

見ることができる。もっとも，勾留場所として，少年専用の(仮)勾留経設が

必要とされてはいたものの，実際には拘禁処分周の施設 (1対絞または閉鎖)と

兼隠するという運用が確立していたようである

3 起訴された少年については，ダイヴァージョンとしての代替措置付

条)の利用可詑性全額領的に検討すべきものとされた。検討の結果，少年の

ニーズと社会の利益との考震にもとづいて正式裁*uが必要でないと判断され

た少年は，弁護人依頼権の保障，プログラムへの参加の自発的意思，犯罪に

対する責任の承認を条{q二として，特別なダイヴァージョン・プログラム(被

答者へのr!lHlll，泌物の)!K)丞，被答弁低投会活動への参加!など)(こ付託され， プログ

ラムが完了した時点で訴追が打ち切られるものとされた。その結果，拘禁匙

分の手Ij用率が高まっていく一方で、，ダイヴァージョンとしての代替措翠プロ

グラムの運用は次第に実効的なものとなっていき，その援護的な意義が政府

によって高く評価されることになり 42)，その後の YCJAにおける 2分北手

(後'I'U外対応と少年刑事裁判)の導入~5怠〈誰進していくことになった。

他方，正式裁判が必要な被告人については，成人の略式起訴犯採に対する

手続(絡式裁判手続)(こ準拠して審理が行われた (52条)。罪状認百における答

も成人と河様に認、められたが，少年が訴追の舟容をァ充分に理解していない

とd怒われる場合に，裁判所が無罪の答弁をしたうえで事実認定手続に移行す

る点だけが，無条件の答弁が認められる成人の場合とは異なっていた。ま

た，事実認定手続は， 14歳以との少年に対する例外的手続として通常裁判

所への移送が認められた点や (16条)，予{結審問がなく，臨審裁判を選択す

ることができなかった点を加にして，成人犯罪者{こ対するのと同様の適正予

続が保障されていた。 YOA全体の性格をどのように評価するかは別にし

て，適正予続の保障が明示された点では，司法モデノレ化(少なくとも適正予絞
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モデル{ヒ)の姿勢が顕著であったことは疑いようがない。

しかし，こうした連邦一律の法制度のもとでも，オンタリオチHとノグ、ア・ス

コシア州だけは，連邦法を具体化する列島I~去によって， 16歳を基準として少

年犯罪者な 2分したうえで， 16歳未満の少年については揺祉モデル的な特

別な手続(原良u非公総11:なれによるべきことを認めていた。 連邦刑事法とし

て統一的な運用全確保したはずの YOAのもとでも，連邦と外!との笥の特別

な緊張関係が完全に解消するまでには歪らなかったのである。

4 YOAが制定された当初の処分の撞類は，不処分， 1000 FJレ~、下

の罰金，事損害賠償，三主財物の償還，事被害弁償，基対被害者奉仕，

社会奉仕，きま禁止・押収・剥奪，病続等留}萱，。プロベーション，

拘禁(渋j放または閉鎖)， 鵠助的条件の賦課，であった (20条p民)0 は

1995年改正によって削除されることになったがはnAct to amend the Young 

O偽 1dersAct and the Criminal Code， S. C. 1ヲ95，c.1ヲ)，多様な種類の処分を導入す

ることよって福祉モデル的な目的(ft~j 7J IJ処巡の環視)が追及される一方で，事i

:乞意志の処分期間と併合処分の場合のj二限を明示した点{こ，成人刑事システ

ムとの共通性が明らかであり， ~司法モテゾレ的な発想(定期処分的泊挺とする犯罪

と処分との均衡の妥諮)が見られると言ってよい43しまた，成人犯罪者におけ

るパローノレを代替するものとして，処分に対する必要的ないしは裁量的な検

証(兇直し)制度が導入されたが (28条以下)，専門委員会による挽誌に限ら

れるとともに，最善の処遇の観点から JDAでは当然に認められていた処分

の不利益変更は許容されなくなった。さらに，不眼申立が当然の権利として

認められることになった(17条)。これらの点においても， YO八はE司法モデ

ノレ化の姿勢が顕著に窺われるものであった。

JDA における処分実務がプロベーション中心であったのに対して， YOA 

の処分実務は，拘禁をナヰl心とするものに大きく転換することになった。もっ

とも， YOAは，拘禁処分が予想、される場合には処分前報告を必要的なもの

として要求し， 1985年改正(八nAct to ame凶 theYoung Offendcrs Act， the Crim 

inal Code， the Penitentiary Act and the Prisons and Reform乱tones人ct，R. S. C. 1985， 
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c.24)が拘禁処分の最終手段性合明示した (24条l項)ことからもうかがわれ

るように，拘禁処分を中心とした処分実務が最初から積題的に意図されてい

たわけではないc また，チHによって拘禁処分率に大きな違いが見られたこと

も事実である(きわめてお率のサスカチワンチNときわめて低率のケベツクチNが雨箆)。

拘禁越分の多用化の涼I'tHま必ずしも明らかになってはいないが，あるいは，

JD入のもとでは成人システムのもとで扱われていた 16歳・ 17設(約対的{こ犯

採殺のおいことが予想、される茨年者)が新たに少年司法システムの管轄に編入さ

れたことに求めるべきかもしれない。学説のなかには，拘禁処分を選択する

際のガイドラインが存在しなかったことに起留した境象だと指摘する立場も

見られる制。ただ，いずれにしても， YOAにおける拘禁処分率は，他の西

欧諸国の収容処分率に比べて極めてi惑いことが特徴的なものであった。そし

て， このような特徴は，その後の実務においても…費して変イとすることがな

く， 1990年代における陪悪少年犯罪の増加(という印象)にもとづく社会の

モラル・パニックと結びついて，その後の改正論議に大きな影響な与えるこ

とになったのである。

5 不処分の場合と処分の効力が;隠滅した場合には，少年は，有罪が認定

された事実または処分~科された事実がなかったものとして扱われた (36

条)つまた，少年の時一性博報についても， jDAの持代と悶議{こ，その公表

は厳しく禁止された (38条)。これらの点においては，少年の特性に対する

は， JD八の場合と慕本的に異なるところがなかったのである。他方，

少年の裁判記録や犯罪記録については，保管方法や期間，涜棄を含めて詳総

な規定が置かれる一方で (45条)， 1985年改正によって， の目的のもと

{こ一定範関の者に開示しうることが認められるようになった (44.1条〉。

(2) 少年犯罪者法の改正と新立法に向けた動き

1 YOAの改正論議は， 1980年代終わりから 19ヲ0年代金殻における社会

情勢を京映して， [話i悪な少年犯罪にどのように有効に対処すべきかという点
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に集中していたお)。その意味では，原則宣言における「社会防衛」の観点

が特{こ強諒されていたと言ってよい。そのため， 1980年中頃以降のカナ夕、

社会は， r少年犯罪者に対する厳しい法律そ要求したj と言われている I6)c

拘禁処分の期間の上最については，制定当初は， !京間として 2年間とさ

れ，無期自由刑が法定されている犯罪の場合には例外的に 3年間とされてい

た (20条1攻 k号)。この点に，成人犯罪者の場合ほどには厳密でないにして

も，すでに採刑均衡的な発想、が見られたのである c しかし， 3年間という例

外的な期間でさえ，少年の重大犯罪や凶器犯斧{こ怯える社会からは，不充分

なものとして批判されることになった初c その一方で、，通常裁半日所に移送

して刑事込分を求める場合には，少年は，成人刑事裁判手続の対象とされ，

耶罰の重さにおいても成人と異なるところがなし無期自白河u棺当犯罪にお

けるパロー/レの禁止期開についても成人犯罪者の場合と同じ (25j'阿部であっ

たc このため，重大・凶悪な少年事件の扱いにおいて，少年システムはあま

りに不充分である一方で，成人システムはあまりに厳しすぎるという状況

(大きな洛笈)が生じていたのである。すなわち，前者の強調は通常裁判所へ

の移送を{促進する要部として接能する一方で，後者への懸念は移送を了時務さ

せる嬰国として機能することとなり，実務上の大きな混乱を招くものとなっ

てし、fこC

2 少年司法システムと成人司法システムとの簡の落差を小さくするため，

1992年改正法ははnAct to amend the Y oLlng Offenders r¥ct and the Criminal Code， 

s. C. 19児 (.11)，YOAにおける拘禁処分の最長期間を九年マイナス 1El Jに

延長した (20条1存ik.1号)。その一方では，問時に行われた刑法改正によっ

て，無期自由市相当犯罪におけるパロール禁止期間が少年犯罪者については

椙当に緩和されること(殺人楽について 5ijo以上 10年以子の総IiJlI々で1&判官が特定

する期間の経過)になった(刑法i-l2.1条)。前者は， r葬地の均衡J的発想、(司法

モデ/レ)を前提とするものであり，後者は，少年と成人の違いを強諒するもの

(溺祉モデル)であったと見ることができる。このようなlf3で，重大・12<1悲な

少年犯罪者の扱いにおける混乱の収束が図られたのである c なお，拘禁処分
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の最長が 15年マイナス 1EI Jとされたのは， 5年以上の自由拘束を内容と

する法定刑の犯罪については陪審裁判を受ける憲法上の権利が認められてい

たことからゆナダ怒:qI11条f.J})，少年事件への陪審裁判の導入を囲避しよう

としたことによる。司法モデノレな基礎とする YOAも， 1992年の段階では，

少年可法に箔審裁判を導入するまでのことは考えていなかったのである。

1992年改正は南システム間の落差宏一定程度小さく{ましたが，拘禁処分

の上限の引き上げ‘に対する社会の評価は依黙として厳ししなお不充分なも

のとして批判ぢれ続けた謝。特{こ， 1993年の総選挙の際には，ケベツクの

独立を緩印とするケベック・ブロック連合だけをナ例外として，保守と革新と

を間わずに，地のすべての政党が少年犯罪対策を政治的な重要課題のひとつ

と位霞づけ，いずれもが厳しい対処の必要性を強調したのである c こうした

事情を背景として，回目年改正法 (AnAct to amcnd thc Y oung Offenders八ctand 

thc Criminal Code， S. c:. 1995， c. 19)は， 16歳以上による殺人(未遂)界や加率的

性犯罪のような重大犯罪については通常裁判所ーで扱うことを原那とし，少年

裁判所での扱いを鰐外とする f探知移送制度jを導入するに至った(16条1.01

項)。この手続の導入によって，年齢と罪種による一定の剥限はあるものの，

少年法舗における移送制度は，その基本的な考え方において根本的な変化喜子

遂げることになったのである c

その後， 1995年改正法 (AnAct to amcnd the Young Offenders Act and the Crim-

inal Code， S. C. 1995， c.22)は，第 l級殺人罪と第 2級殺人罪とを区別したうえ

で，それぞれの拘禁処分の上践を':10年間と 7年間にまで引き上げる一方で

(20条1lJfk.1号)，無期自由瑞相当犯罪で移送された少年のパローノレ禁止期間

に関しては， 16歳未満については 5年間ないしは 7年間， 16歳以上につい

ては 10年鶴(務 l絞殺人若手)または 7年関(第2絞殺人罪)lこ緩和した(刑法 745.1

条)。こうした改正によって，特に殺人罪を犯した少年犯罪者の処遇の選択

肢は担当に拡充されたと言ってよい。

しかし，同時に，殺人罪{こ 5 年以上の自由拘束処分~新設したことによっ

て，少年法制への陪審裁判の導入が不可避なものとされることになり， YOA 
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にもとづく少年裁判手続は成人刑事裁判手続と基本的に異なるところがなく

なってしまったo YCJA制定の基礎は， 199.5年の段階ですでに踏まっていた

と言ってよい。

3 こうした YOA の部分改正による少年m~存者への対誌を実現していく

のと並行して，連邦政府は，少年司法システムの抜本的改革(新立法)を念頭、

に霞いた検討作業に着手していたc 連邦・ 1+1• i俊外iの矯正関持者を中心に講

成されたタスク・ブオースが，日9.5年 1月から実費的な活動を開始し， 1996 

年 11月には，全日主主 (651頁)から成る詳細な を公開した (Fedcral-

Provincial-Territorial Task Force on Youth Justice， A Rel'Icll' of thc YOllng Offcnders Act 

ClIzd thc YOlllh ]lIstice S)'ste/1l In Callada; Report of thc Fedem/-Prol'In正Ia/-Territoria/ Task 

Force on Yowh ]lIstice， 1ヲ96)。 連安11• ，，+1 .准チト!という利害関係の呉な

る構成を反挟して，すべての点におし、て一致した結論には達しなかったもの

の，以下の点はタスク・ブオースの勧告としてまとめられた。

!京期の宣言条項について，アボリジニー少年の特性，家庭の関わりの

あり方，被害者の利益，司法システム以外との連携，重大犯罪に対する罪刑

均衡涼怒と非難!京潔を基礎とする処分政液ミア念頭に置し、た忽括的な見i立し

と，原則相互潤の優劣関係{e明示すること。三少年司法委員会の協議につ

いて，その根拠と権限を明文化したうえで，その機能を大幅に拡張するこ

と f告の組織やシステムおよび他の学問分野との連携をケ強化することっ

費用負担について，連邦とチH・准外!との話し合い喜子継続しながらも，ア

ボリジ、ニーに対する特別な支出~考慮すること。ミ主:管轄年齢について，下

限の 12歳以上と上限の 18歳未満そ維持したうえで，夕、イヴアージョンを含

めた多様なシステムによる扱いを検討すること。~ダイヴァージョンにつ

いて，警察段階でのダイグァージョンを承認するとともに促進し，新たな

策を創設して明文化する一方で，選剖ガイドラインの設定，プログラムの

拡充，社会資源の積極的な活用のあり方を挽討し実効性に対する評価営実

施すること。会勾留について，利用率の高い地域における代替手段の導入

念検討するとともに，選別ガイドラインの明確化，実態の調査を行うこと。
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処分について，社会を基盤とする処分(非拘禁処分)の利用喜子促進し，選

問ガイド、ラ千ンの明確化を前提として，拘禁処分合減少させるとともに，拘

禁処分からの一時的釈放の期間を延長すること o 拘禁処分について， 20 

歳以上の者に対して成人用施設の利用を認めるとともに，さらに成人用施設

の柔軟な活用を検討すること o 深刻な程界(者)への対応について，怠険

性を評価するシステムを構築し，再認の可能性をも念頭に置いた多諜な防衛

的・教育的・社会的な干渉戦略を検討するとともに，特別なプログラムの部

設を検討すること c 容通常裁判所に移送されて有罪判決を受けた少年の収

容について，年i左右と部期にもとづいて少年用施設と成人用施設の適明な利用

~毘ること。;玄関一性信報について，その公表と社会への開示，および情

報の共有に関する定義規定を震いたうえで，解除のガイドラインを設定し，

その対象者や婆件ぞ明示すること。⑫親の関与について，システムへの積

様的な関与を行総保するとともに，被害者に対する親の賠fn露支{壬の可能性と方

策について検証すること。 也弁護人依頼擦について，法律扶助プログラム

と外!の皆還プログラム，さらには親による支払い制度の導入念検討すると

ともに，少年事件{こ関するノレーノレの創設を法錯家協会に髄きかけることっ

少年の洪述の扱いについて，従来の実務を検証したうえで，裁判所の裁

~拡張するとともに，権利放棄の方法の多様性を検討すること c

S技内暴力とアルコーノレ濫用について，校内暴力対策の策定，およびアル

コール乱用の実態と影響等~調査したうえで，支援的で矯正的なプログラム

における試験的プロジ:クトミナ支援すること。

このようなタスク・フォースの基本的前提と勧告は， YOAの根本的な

によっても実現が不可能なものというわけではなかったが，その後の愛!き

は，非暴力的な少年犯罪者ーに対する処惑のあり方などとも関連して，新たな

少年持法システムの導入へと額斜していったのである。

4 一方，タスク・ブオース{こ先だって語集され， 1995年 6月から活動全

開始していた下読の少年可法システム検誌委員会は， 300人の参考人と 166

グループからの意見聴取および 23施設・プログラムの参観にもとづいて，
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199i年4月に報告書念公刊し， 14項目にわたる勧告を行った (5しmdingCOI11叩

lJ1itlCC on justice and Legal 八段lirsof Canada's House of C0I111J10!1S， l<ellcwillg Youth jl/S-

lice: Thirtccllth Report of the St(lIldillg Committee 011 jllstice alld Leg，日1Nfairs， 199i)むlc:

れぞれの場面と項目，そして呉体的な内容は，次の通りであった。(1)基本

的な認識として，年成人司法システムと異なる独自の少年司法システムを

誰持する一方で，そこに刑事司法管轄を取り込むべきであり，答 YOAに規

定された原知宣言を廃止したうえで，社会の安全を最優先して，抱罪の予防，

再社会化のための戦略ぞ構築すべきこと。 (2)少年犯罪と社会との関わりに

ついて，会少年犯罪と少年可法システムに関する包括的で多面的な情宣活

動を行うべきことっ (3)犯罪予防に関して，客社会合基盤とする担罪予訪

施策を策定するとともに，当面は刑事可法関連予算の1.5%をそれに充当し，

2001年にはデ始とすべきこと。 (4)費用の活用について， 費用投入の重

点を拘禁施設から社会基盤サーグィスへと移行させ，事i チH・准列ー!との協議

喜子前提として，非拘禁サーヴィスとプログラムに要する費用の 8001<)を連邦

が負担すべきこと。 (5)伝統的な刑事司法アブローチとの関係で，

による注意や家族・グノレーブ協議，地域社会による処分なじ正式裁判を代

替するような手段(ダイヴァージョン)に耳目j染むように少年司法システムを再

編すべきこと。 (6)少年司法委員会について，玄その管轄と機能を拡充す

べきこと。 (i)年齢について，下隈との関{系で，殺人または重傷害を犯

した 10歳・ 11歳の者を少年裁判所の管轄に置くための改正を行うことと，

当該改正を 3年以内に検証すべきこと，ミ長上摂については改正の必要がな

いこと。 (8)移送について，各処遇段階での移送金可能にすべきこと。

(9)親等の関与について，宮親・保護者の出廷義務を認め，例外的事情の

存症のみを根拠として出廷免誌を認めるべきこと。 (10)靖報の開示につい

て，争社会の安全と公共の利益の観点から，少年裁判所に対して，少年の

氏名を公表する裁量権守与えるべきこと。そして， (11)供述の扱いについ

ては，可法行政を悪化させない隈りで，警察官等に対する供述の扱いを?

少年裁判所の裁量擦に委ねるべきこと，であったc 他方，タスク・ブオース
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の勧告とは異なり，アボリジ、ニー少年や女子少年の扱いに関しては特に勧告

されるところがなかったc

5 タスク・ブオース報告と検証委員会報告の内容と勧告を基礎として，連

邦司法省は， 1998年{こ，少年司法を再構築するための戦略念公表した (De

partment of )usticc Canada， A Stmtcgy for thc RcnclI'al of YOllth ]Ilstice， 1998)。それは，

少年司法システムとしての YO八の弱点として，犯罪に関与する以揺の

段階にある問題少年に対する詑罪予訪的な働きかけが不充分であること，

きわめて深刻で暴力的な犯罪者の扱いについて充分な対誌ができていな

いこと，を社会合基縫とする代替的アプローチで充分に対処できる非暴力

的犯罪者(少年犯祭器の火部分)に対しでさえ過度の拘禁処分への依存額向が

あること，合指摘したうえで，連邦と(准)州との関の高度で緊密な連携を前

提として，児童福祉・精神保健システムと裁判システムとを子機能的に統合し

た少年司法システムの構築が目指されなければならないとしたのである c

こうした姿勢のもとに 1999年草案ゆillC-68)が策定され，その畿の 2002

年草案(Billι7)を経て，カナダにおける新たな少年E司法システムを支える

YCJAの制定が実現していくことになった。

i主

36) ). A. Ma，ζDonald， 1'1'0111 thc ]1l1'Cllilc Delinqllcllts Act 10 thc YOllllg O{/endcrs Act: 

An E;;ploration of IS51lc5 in Canadian fU1'cl1IIe fll5tice ill Historical Pcr5pectivc， 1984， 

p.l争 さらに浴田…1ft!カナダの少年犯罪名司法 (YoungOffとndersAct) につい

てj家庭裁判月報47巻 10号 (1995年) HI以下参!l，読む

37) たとえ(f，:V!. :VlcGuire， c.19: An Act to Amend the Young 0先FendersAct and the 

Criminal Codeー“GettingTougher?" (Canada) (l99i)， 39 C乱nadian)ournal of 

Criminology， p.189. は，1'OA の処巡指針においては犯l)!l予 ~}j的観点はまったく考

慮ぢれていないとする。

38) Canadian Foundation for Children and the 1ぶ γ，f1l5tice for Children: Brie( 011 the 

YOllng Off似た1'5Act， 13ill C-61， 1981， pp.5. 

39) A.~. Doob， 13cyond thc l?ed Book: Recoll1mcndation for AlIlcndments to thc YOllllg 

Offendersペct，1994， pp. 10. 

40) 巡1毛糸尚裁の代表的な裁判似!として，R.1'. Clarksoll， [1986 J 1 S. C. R. 383 (S. C. c.); 

R.lヘβlJ'dgC5，[1990 J 1 S. C. R. 1ヲo(S.c.c.);尺 ν.Dぺz.， [1992] 2 S. C. R. 1025 
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(S.C.C.); R. 1'. L 1仁1.alld E r， [1993)，1 5.C二R.504 (5. (二c.);R.γ. Bart/e， [19守4)

3.5. C.lに1i3(5.C.C二)

m f仏 Bala，YOlIllg OffclIders L日¥¥'， 199i， p.13i. 

42) Department of Justice Canada， ペStrategy戸rthe Rellcl¥'al of YOllth fllstic・ピ， 1守98，

pp.19 

43) Canadian Sentencing COI11mission， SClltClICillg Reftlrlll・ACalladiall Appro日ch，

l守86事 p.133.

44) P. J. Carrington， Trend in Youth Crime in Can司d九 197i-1996(1999)，41く:司1ト

adian )ournal of Criminology， pp. 1. 

45) Federal-Provincial-Territorial Task Force on Youth Justice， A Reγiew o[ the YOl/lIg 

OffclIders Act alld thc YOllth fllstice SystclJ1 ill Cal1ada: Rcport of the Pedem/-Pllwillcia/-

Terri/oria/ Task Force 011 YOllth fllstice， 19ザ6，pp. 14. 

46) 人.K Doob， ¥'. :..larinos and K. 1:'¥. Varma， YOlltlz Crimc alld tlze YOllth fllstice 

Systelll ill COllada，ぺRese日rcllPcrspective， 1995， p. 4. 

4i) R. R. Corr立doand A. :..larkwart， CA1:'¥ADA， in Imem日tiolla/I-Iolldbook 011 J1l1'ト

lIi/e Jl/s/icc， cdited by D. J. Shocmaker， 1996， p.44. 

48) Doob， supm， note 39， pp. 14 

IV 少年刑事裁判法の時代

(1 ) 少年刑事裁判法の構造と内容

1 2002年に鵠定された YCJA'ふ 2003年 4月 1Bから施行されている。

その特教は，前文に明示されているように，主少年犯弾対策には擾合的な

アブローチが実効的であること，少年犯罪に関する '1者報公社会が志く共

有すべきこと，事少年の権利と自由を承認したうえで，少年に対して特別

の保障をナ担保すべきこと，ま被害者の利主主と保護者の責任に対する配癒を

前提として，実効的な判決 (jflj;!iJ) と効果的なリハビソテーションによって

存在:会化を保障する少年刑事裁判システム合構築したうえで，ds非の程度に

相応した対処~確保するとともに，非暴力的な少年犯罪者に対する収容処分

を荒し控えること， ，こ見られる。こうした前提から， YCJA'ふ親や被害者・

社会・少年司法委員会等の誤駆的関与による裁判外の手設(ダイヴァージョ
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ン)喜子新設する一方で，少年犯罪(者)(こ対する裁判喜子刑事裁判のひとつとし

て位置づけた。これによって，カナダの少年法制は，夕、イグァージョン(大

多数の少年犯ml者{こ対するiflJ若手j衣料手続と拘禁処分の利用のililJ際)と少年刑事裁判所

における裁特(少数の深刻な主主力的少年mm存者への対応)という 2本立てのシステ

ムとして確立されたのである掛c

2 こうした前文を具体化するために， YCJAは， 3条に原民宣言規定を置

いて， 4つの場揺における基本原則(丞点)を宣言した。すなわち， (1)社

会の永続的な保護の促進念日的とする少年刑事裁判システムの内容として.

少年の犯罪行為の基礎となっている問題ぞ撹野に入れた犯罪予防，を犯

罪少年の社会復婦と再社会イヒ，安少年{こ対する実効的な対応， (2) J求人刑

事裁判システムとの区制嬰留として，安社会護婦と再社会化，雪少年の特

性(依存自立状況と成熟度の低さ)に日!苦手口した公正で均衡の取れた資{壬の追及，

少年の権利の擁護と公正な扱いを保母する手続的保護の必要性，企実効

的な対娃を確実なものにするための適時の介入，を執行機関の早急かつ適

時の対志による少年の自覚の促進， (3)公正で均擦の取れた責告の枠内にお

ける対応の内容として，差是社会的価値に対する尊震の党濯，⑮被害者とお:

会に与え の@]援に向けた努力， 親や家族その他の社会資源

的な活用による，個々の少年のニーズと発達段階に相応した社会復帰・と再社

会化，宰性・閣議・文化・言語の違いに対する尊敬と，アボリジ、ニー少年

および特別な少年のニーズに対する記慮，そして， (4)少年手続において特

べき要部として，各自己に関する手続に参加する権利と白出の保

障，也被害者に対する了重な扱いと尊厳およびブライグァシーの尊重，被

害者が甘受すべき不都合の最小化，事被答者の罷報取得権とi隠顕を子受ける

権利の保障，⑬親の情報取得権の保障と少年に対する支援努力の強読，が

基本原那とされたのであるけ条 1Jsi)。この規定からは， YCJAが可法モデ

ノレミナ前提とする刑事裁判システムである…方で，成人刑事裁判システムとた

だちには間…でないとする態、度がうかがわれる c また，従来は必ずしも明確

に窓識されてこなかった(jDAとYOAのいずれにおいても条文 i二ば例示されてこな
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かった)ために早急な対応が必要とされていた，被害者に対する記慮、')0)と原

住民族や少数民族{こ対する自己慮、51)が明示されたことは， YCJAの大きな特徴

をなすものである。

こうした基本原則にもとづいて， YCJAのもとでの少年犯罪者に対する扱

いは，裁判外の対応(ダイヴァージョン)と少年出事裁判とに大きくじま別さ

れ， さらに後者は，少年間による処遇(少年{こ対する独自の別罰的制絞)と成人

刑による処遇(成人犯罪者{こ対するのと|可ーの刑罰ij) で構成されることになった

のである。

3 YCJAは，時宜に適った裁判外の介入こそが，非暴力的犯罪に関与し

た少年および犯罪歴のない(少ない)少年に対してF持に効果的であるとの

識に立って (4条l，2種類の夕、イグァージョン(裁判外の手段)を導入した。

それは，いずれも，多効果的で、時宜に適った夕、イグァージョンとして構成

する，争被害者と社会の蒙った被害を少年に認識させ，その閉復に努力さ

せる，多少年の親(家族〉と社会の積極的な関与を図る，を採るべき手段

を選択する段踏に被害者な関与させ，被害i豆i援の機会喜子与える，安少年の

権利と自由合尊重するとともに，犯罪の重さとの均衡を留る， ものとされて

いる(5条)c YCJ八は，こうしたダイヴァージョン惜置によって，少年に対

する不必要ないしは不適切なラベリングを積極的に回避するとともに，刑事

裁判システムの利用のtnJ制ぞ積極的に意図したのである52)。

裁判外手段の第 1は，控査段階における夕、イグァージョンで， によ

る注意ないしは努告，および少年の悶意を要件とする犯罪予防ブ。ログラム・

機関への委託であり (6条以下-9条l，JDAとYOAのもとでも事実として実施

されていた対誌を明文化したものである c この対応そ採るか訴追をするかの

選択は，警察宮の裁量のもとに豊かれている。また， この判断に関しては，

選邪プログラム喜子創設することが認められている (23条)。

第 2のものは，裁判外における制裁プログラムに付託するものであり，犯

罪の程度や性質，少年の前科や諸事情から判断して，第 lの対応では不充分

な場合に用いられる。呉体的な内容は YOA下の代替措置と河様であり，嬰
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{件や効果についても YOA下の代替搭霞をほぼそのまま引き継いだものに

なっているつこれは， r i部裁j プログラムであることから，連邦または州

のプログラムとして認められていること，ま少年のニーズと社会の利誌に

合致すること，密告知念受けた少年が同意していること，ーを間意に当たっ

て弁護人依頼権が保障されていること，を自己が実行した行為{こ対して少

年が支{壬Je認めていること，を嫌疑担罪について訴追障害がないことと訴

迭を支えるのに足りる充分な証拠があること， という厳格な要件の充足が要

求される。したがって，犯罪の実行(関与)を否認している少年，さらには

少年刑事裁判所での正式裁判そ希望している少年に対しては，この制裁措置

をァ用いることはできない (10条)。少年がこの剥裁に{せされる場合には，

に対する通知が必要的とされ (11条)，要請にもとづいて被害者に通知する

ことも認められる(12条)c すでに訴追されている少年についても，制裁プ

ログラムを用いることができ，その場合には，ブログムの完遂可能殺を条件

として，訴追が訂ち切られることになる(10条5項)。プログラムの具体的な

内容は州に委ねられているが，調停， 'fEI解，回復といった修築的可法を舟容

とするプログラムの能設の可能性が特に明示されており (157条乱号l，修復

的E司法に対する従来からの大きな期待却を実現するものになっている c

4 裁判外での対応に対して，ダイヴァージョンに付されることなし正

式な裁判手続{こ係属する少年の扱い(少年判決手続)については，

(12会以と 18夜糸満)と事物管轄(述邦法…L:の{¥iJJ犯逮反)，弁護人依頼権主?はじめ

とする適正予読の保障，持一性情報や記録の扱い，基本的な裁判手続などの

基本的な点において， YOAとほぼ何様のものになっている。他方，少年地

苦手裁手Ij所{こ正式裁半Ij手続と陪審裁判ミナ導入するとともに，成人Jf日の言渡しをナ

めた点は， YOAのもとでの少年裁判と根本的に呉なっている。これらに

よって，通常裁判所への移送制度は不要なものとなり，成人犯罪者と同f様の

法的効果{成人lf幻が認められる場合企も包括して， に独立した少年司

法システムが実現したと言ってよいc また，少年可法委員会(18条)(こ対し

て，被害者の支援および少年と被害者との間の和解や諜撃に関する積極的な
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役割を明示した点は，刑事裁判手続に付ーされる少年についても， JDAないし

はYO八のもとで事実として行われていた修復的司法類似の対時を正面から

めたものとして評価することができるc

有罪判決を受けた少年犯罪者に対する組分(少年判決)としては，詰責，

玄絶対的釈放(不処分)，主条件付釈放，事 1000ドル以下の罰金，安損害

賠償，を被害物の償還，丞損失した被害物の鵠償，事被害賠復，を社会

奉仕，観護，事禁止，差押，剥奪，⑮ 2年以内のプロベーション，集

中的支援・観護プログラム， 6か丹以内で合計 240時間以内の非収容プ

ログラム， 2年以内の拘禁・観護，守主合理的な補助的条件の斌諜，の 15

種類が規定されている (42条)0 YOAの処分と比べて，種類が少し増えては

いるものの，基本的な構造には大きな変化がないと寄ってよいであろう c 他

方，特徴的なことは，処分の呂的として，犯罪少年に対する有意味な法的効

果としての適正な制裁，犯罪に対する少年の問責，少年の再社会fヒと社会へ

の再統合の{足進，社会の持続的な安全の維持，が明示されたことである (38

条1JJi)。また，処分の選択に当たっては，同種の成人犯罪者との比較，同一

状況下および同一地域内での公平性， :5巴罪の程度と寅flとの均衡 (W小限の

制約司 j遜切なI等社会fヒ.iリ統合‘ i'[1壬の党践と被:与[者J{こ士すする認識)が特に要請さ

れているさらに，拘禁以外の処分の可能性，先住民族少年の特殊器全

考慮したうえで，犯罪に対する関与の程度・態様・主説的状況(故意(，過

失)， f，長いの存否，勾穏期間，前科(前段)，その他の加護・ j威軽事自の存否を

ガイドラインとして (38条2項， 3項)，協議会(裁判官、矯正管滋者，察官，検

察官，ユース・ワーカー)の勧告が重視されるものになっている (41条， 42条)0

特に，掲禁処分に関しては，その例外性とともに厳格な要件が明示された

点に (3争条)， YOAのもとにおける拘禁処分の多用化現象に対する反省が見

られる。さらに，拘禁処分(先執行)と社会内観護処分(後執行)とを結合さ

せたうえで，犯罪の種類・程度や少年の状況に応じて拘禁と観護の期間~区

別して規定するなど，自由拘束処分としての拘禁をきわめて例外的に認める

態度とともに，少年の社会霞婦に対する期待却をうかがうことができる。
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また，それは，問時{こ，成人の庁IJ笥目的とされる一般予防と社会訪絡をナ排除

するものであり，その点では YOAから訣別したものだとも れる

5 f出方， YCJAは， 14歳以上(州が下限年約金 15設に設2左右ケすることも認めら

れる)の少年が，一定の重大犯罪(EfI1絞・第 2絞謀殺{未遂)払故殺mi，主Wf立約性

犯努 (2条 p反a号)，成人{こ対して 2.f手以との自rl:I1fU7J'i公定されている381J1l(問 b努J)'e 

5巴した場合主':r推定的提罪 (presumptiveoffence) Jとして (2条l攻少年

刑事裁判所で成人(恕務者に対するのと問主主の法的効泉が認められる)判決を

する制度(成人判決手続)を新たに導入した (62条)。これによって， JDA ~ヲ

よびYOAのもとで認められてきた通常裁判所への移送制度は，不要なもの

として廃止されることになった。ただ，成人1可決手続は検察官の申立によっ

て進行するため， YCJ八においても，依1'~として，少年の特性に着自した裁

判と対応が基本であり，成人犯罪者と同誌の扱いは間外的なものにとどまる

ことになる。その意味で， YCJ人は，少年E司法システムを放棄して完全に刑

事裁判システム北したというわけではないのである。

2条 l項 b号ーに規定する推定的提採について成人特決手続による裁判が申

し立てられた場合には，略式裁判手続(予告fl審問がなく F自主義によらない裁判)に

もとづいて判決が宣告される。地方， 2条 1項 a号ーに規定する犯罪について

成人判決手続による裁判が申し立てられた場合には，裁判所は，罪状認否の

前に，少年{こ対して，略式裁判手続，予舗審問はあるものの陪審によらない

裁判，予備審問と結審の両方がある裁判のうちから，いずれか公選択させな

ければならないc いずれにおいても，成人判決の効果は基本的に成人の場合

と開じであるが，少年犯罪者であることに着目したパローノレ期潤の特例(短

縮)は現在も維持されているし(刑法典 i45.1条)，執行権設に対する配最も排

除されているわけではない (i6条)0

(2) 少年刑事裁判法の展開

1 少年提言詳(者)に対して裁判外の対r.志(ダイグァージョン)と少年刑事裁判
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による刑罰(少年背uまたは成人lfので臨む YCJAは，前者の方向を強調すれば

保護原理(福祉モデル)との親近性を持ち，後者の方向な強調すれば侵害涼理

(司法モデル)と親近性を持つものとして欝成されている。 したがって，その

運用次第では，いずれかの方向に縞りうることになる Q こうした講造のもと

で，施行後 10年になろうとする YCJ八については，経年的なデータにもと

づいて，一般に，前者の方向をめざした運用が実現していると言われてい

る。具体的には，捜査段階における積罷的なダイグァージョンの婚加(訴追

の減少)傾向が指摘されるとともに，その結果として，正式な少年前事裁判

手続の利用の減少と拘禁刑(少年自出JfU)による対応の減少が経年的に指摘さ

れている。こうした傾向を摂拠として，一般に， YCJA の運用~肯定的に評

錨する立場が強いと言ってよい刻。

たしかに，成人と比較して，相対的に軽微な犯罪が多くの部分~占める少

年犯罪者については，裁判外の対応はよりよく馴染むものと言えようともっ

とも，このような傾向をただちに YCJAの成果としてi腕定することは，必ず

しも適切ではないうへ犯罪!邸玄の設合性については， I担罪は人生のさまざ

まな危接的経験から生じる。たとえば，家庭内暴力、貧I'!(I家庭，否定的な学

校体験，食しい住環境，娯楽や健康といった121境El'g設備の欠如，不適切な社

会支譲，仲間からのプレッシャー，不就労，機会の欠如や貧限」等が指錨さ

れ60i，すでに YOAのもとでも，それらに対する予約的手段の重要q主が指摘

されていたところである 61)0 したがって， これらの環壌的な問題に対する

社会政策が適切に実行されていれば， YCJAの運用とは無関係{こ，少年犯罪

の減少な実現することも可能である c さらに，施設収容処通が減少すること

によって矯正関連費用が節約されることになれば，その節約分を社会政策お

よび犯罪予防プログラムに投入することが可能になり，少年ds罪の減少を図

ることも可能で、あるつこれらの点との際保では，社会政策の推進と YCJ八と

の有機的な共融関係の構築に大きな期待が表明されてもいる (2)0 

こうした裁判外の対応の増加は，その反射的効果として，少年刑事裁判予

続の科用の減少と直結するものである。また，拘禁府の利用については，拘
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禁問選択の要件である「暴力的犯罪J(39条lYsia号)について厳格な解釈を

行うことで，その減少が霞られている。たとえば，身体{こ対する現実の授容

やその玄関もない交通犯罪(危倹巡私滋幾E容による祭Iii附からのl部去の逃走な

ど)は，結果が発生した場合には重大事犯となるにしても，それ自体として

は暴力的犯罪には当たらないとする実務が酪立されている63しまた，再犯

パターンの認定 (1可c"0-)についても，一殺に， 3 I百以土の有罪の部!歪が必要

とされている6-1)。さらに，少年判決の日的とされる「公共の持続的な安全

(long-term protection of the public) J (38条rr的についても厳格に解釈されてお

り，単なるー殻予防と詞義に解することはできないものとされている倒。こ

うした解釈からすれば，一般予防的な観点からは当然に拘禁市が予想される

ような場合であっても，長照的な展望から，少年刑事裁判手続にもとづく少

年判決(少年]fリ)までは必要がない(泌総1)、外の治資で蒋役会化が可能)と判断さ

れる少年の場合{こは，裁判外の対応によって再社会化を図ることが適切だと

いうことになる。こうした厳格な解釈にもとづく運用{ふ少年刑事裁判手続

と拘禁JfUの利用をそれぞれ減少させることにつながるものである。

2 地方，裁特外の対応で充分なものとされる相対的に軽微な犯罪の場合

と異なり， I没惑ないしは葉大な少年犯罪について， YCJAは，正式な刑事裁

判手統合もって臨んでいる。また， YCJAの刑事手続は，通常〈刑事)裁判

所への移送部茂喜子前提としていた YOAと大きく異なり，少年判決手続と成

入手IJ決手続のいずれもが少年刑事裁判として， ~j ざされた手続のもとで行わ

れる。そのうえで， YOA下の移送にもとづく刑事裁判手続に担当する成人

判決手続は， YCJ八下でも鰐外的なものとして(6)，検察官の申立てによって

その是非が'fljl訴されている (64条人すなわち‘三仁成人に 2年以 i二の自出刑

が法定されている正式起訴犯罪について，成人判決を求める検察官の申立て

に少年が反対しない場合 (64条5項)，ま設定的犯罪{ニ対する起訴につい

て，少年が少年判決を求める申立てを了しない場合， さらには:玄1 少年への問

責として少年特決では充分でない場合(i2条 l考ib号)に，それぞれ，期法典

23 .24章の手続(成人If将Il&:'loU手続) (こもとづいて少年刑事裁判所で審理が
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進められ (i4条)，有罪を認定された少年に対しては成人判決が言渡され (i3

条l項)，成人犯界者の場合と陪じ内容の刑罰が適用されることになる。の

場合には，少年の意思が判額要素として考慮されるが，ミ与の場合には，少年

の意思が考慮、されることはない。また，舎の推定的犯罪の場合においては，

少年間の意思が一応の考慮、要素とはされているものの，少年判決が栢当であ

ることの主張と立証責在が少年測に転換されている (iO条2項)0 YCJAの推

定的犯採は， 1995年の YOA改正で、導入された「原知移送制度J(YOA 16条

1.01 現)の対象としての推定的犯罪~引き継いで，移送手続を経ることなし

に少年事件守成人と同様の刑事裁判手続に係属させるものであり，刑事裁判

で扱うことの必要性が誰定されているものだからである。

こうした推定的犯罪における立証責任の転換は， YCJAの制定直後から，

カナ夕、憲章 7条の明示する基本的正義の要請に反するものとして争われるも

のであった。ただ，外iレベルの裁判所では，相対的に違憲判決が多かったも

のの，完全な決着を見るまでには至っていない問。その後， 2008年のオンタ

リオ州控訴裁判所の違憲判決をめぐって，問題が連邦最高裁判所で、争われる

こととなった。そして，連邦最高裁は，刑事法上の立証責任を被告人iftUに転

換することは基本的正義に反するものであるとし議定的犯罪をlfU事裁判で

扱うことの相当性の立証責任は検察官が長うべきものであると判示した68)。

また，本判決は，推定的犯罪で少年判決ぞ受けた者の時一性推知't雪報の公表

に関して，公表禁止の相当性の立証責任を少年iftUに転換する 75条 1項・ 3

項についても，同様の観点から違憲であると判示しでもいる。もっとも，本

判決は， 5対4の僅差によった導かれた結論であり，カナダ刑事法における

推定(交設立任の転換)規定の扱いの由難さが如実に表れたものと言ってよ

い。このため，現時点では規定改正等の動きまでは見られない。実務におい

て，連邦最高裁の判示の趣旨ぞ尊重した扱い(成人判決の必主主役と約当性を検察

官が立託する)がなされているにすぎないG しかし， こうした最高裁判決とそ

の後の実務によって，成人判決の関外性は，より顕著なものになっていると

ってよい。
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3 司法と実務の動向が以上のような推移を続けている一方で， YCJA下の

カナダの少年可法における立法政策(少年犯罪対策)は，依然として，凶悪・

重大事詑に焦点全当てながら，それへの離しい対応 (tougheron crime) と社

会訪衡の必要性~強謂したものになっている。たとえば， 2006年改lE議案

(sill-C 4)は，公共の持続的(長期的)な安全 (38条p長)を f長期的および短

期的な社会訪衛j に代えたうえで，ヨ〉公共の安全に対する過失犯をナ含めて

暴力犯罪を定義するとともには灸)，号法定部が 5年以上の財産犯におけ

る宣告前勾留制度の導入 (4条)，巷成人刑事システムと再議の行刑原則の

導入 (i条)，安裁判外借霞を経験したことのある少年に対する自由刑の

入 (8条)，器 14歳以上の少年による謀殺(未遂ト故殺・性的暴行に対する

成人剤の導入 (11条・ 18条)，審暴力担少年の姓名の公表 (20条・ 24条)，を裁

判外措置をナ経験したことのある少年に関する犯罪記録の警察での保管と犯罪

的額向の認定への利用 (25~会)，などを提言した制。また，その後の 200ï 年

改正草案は，少年刑の目的に無害化とそ予防を明示し， 2006年筆案なより徹

底した方向のものになっている加。

これらの草案は， 2006年 1月の総選挙においてや道お派の保守党が下読

第一党となり， 1993年以来の中道在派の自由党政権から政権交代を実現し

たことの結果である。もっとも，この中道お派の方向に対しては， rこれま

での YCJAの経験からすれば，少年犯罪者に対して刑事裁判と拘禁加の利用

を明らかに増大させるような形の法改正は，少年犯罪(者)そ減少させない一

方で，少年犯罪者に対する人的コストを深刻に増大させ，チHの構正当局の財

政的コストぞ飛躍的に増加させることが明らかである。レトリックな支持を7

7JUtこして，新保守の少数政府が，より多くの少年犯罪者に拘禁荊を科すこと

によって YCJAを厳しくする方向を目指すのであれば，公共の安全ぞ増進す

ることなしに，少年可法現場のコストを増大させるだけでしかない」といっ

た厳しい批判が加えられた問。また， こうした批判だけでなく，政権を担

う保守党が少数与党にとどまっていたこともあり， YCJ八ぞ厳しい方向へと

改正する法案は議会で否決されることになった (2011年4月九しかし，その
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斑後の総選挙 (2012年5J=J 2 EI) において保守党が数独過半数の議席を得たこ

とにより，これらの草案と実費約な内容を同じくする立法政策が再浮上する

可能性は大きいものになっている

福祉モデノレと司法モデルのいずれにも進みうる YCJ八の方向性は，現時点

では，必ずしも明らかなものになっていないのである。

j主

4ヲ) ?¥. Bala， P. j. Carrington and j. ¥'. Roberts， Evaluating the YOl/lh Crilllillill jl/slice 

ACI after fi¥'e lears: A Qualitied Succcss (2009)， 51 Canadian journal of Criminol 

ogy and Criminal justice， p.132. 

50) ただ， ¥'0んのもとでは，若干の例外が見られたc たとえば，:tンタリオ州は， 1+1 

の器Ij主主法 (Victim'sおillof Rights， S. O. 1995， c. 6) (こもとついて被夜寝ーへの 11刊誌提

供などfとすて、lこ笑絡していたc

51) j. Roberts and R. ;¥!elchers， The Inc乱rcer乱tionof Aboriginal Offヒnders:八日八nal¥'-

sis of Trends， 1守78-2001(2003)， 45 Canadian journal of Criminology and Criminal 

j usticc， pp. 211. 

52) R. B乳rnhorst，The i'owh Crilllillal JllSlicc Acl: ?¥ew Directions and Implementation 

Issues (2009)， 46 Canadian journal 01' Criminology and Criminal Justice， pp.235. 

53) J. Braithwait and Sλ! ugford， Condilionδof Succes古fulReintegration Ceremonies 

Dじalingwith JUVen日eOffendcrs (19ザ4)，34 British lournal ()f Criminology， pp.140. 

5.1) J. E. Pulis and J. B. Sprott， Probation Scnl己ncesand Proportionality under the 

YOllIIg OjたIIdcrsAcl and the YOlllh Crilllillal jl/stice Act (2005)，47 Canadian Journal 

()f Criminology and Criminal Jllstic亡、 p.ilO 

55) Departmenl 01' Juslice Canぷia， THE roじTH0([入IISALfL:'STICE ACT: 5ι三1-

λIARY /¥;¥']) BACKじIWU1¥D，2003， pp.15 

56) N. llal乱立ndS. :¥nand， The First ;¥!onths llnder the YOllfh Crimillill fllStice Acl: A 

Sur¥'ey乱ndAnal)討sof Case l.aw (2004)、46Canadian journ乱1of Criminology and 

Criminal Justice， p. 260. 

57) 主主力的な京大犯苦手jの怒義については， 1<..γ. ，¥/c(;m1¥'， [19911 3 S. c. R. i2 (S. C. C). 

58) Barnhorst， sllpm， note :)乙 pp.231; P. Carrington <1nd J. Schulenberg， Structuring 

Police Discretion: The Efl五日cts011 Referrals to louth Courl (2008)， 19 Criminal JlIト

ticc Policy Rれ i亡、、"pp.34ヲ;L. TlIstin and R. LlItcS， A GlIide to the }'olllh Crilllillol 

jllstiαAcl-2008/09 cdition， 2008， p. i; llala el 01.， SlIfl1η， note 49， pp.311.さらに.

秋元卒後 fカナダ・オンタワヰ州における少年裁判及び込j患の災情j家庭裁判凡さ;裂

59巻-l"~子 (200ï iT'-) 162}'[以下，佐藤波iゑ fカナダにおける少年裁判手続の実的

126 



カナダの少年司法欽tt1……非行少年法から少年刑事裁判法へ

少年刑務裁判法 (YouthCriminal Justicc Act)の運用状況と動向……j家庭芸家主i雪

月報 63巻 12号 (2011年)90].7[c 

59) 役立子，秋元王手 ftí~ rカナダ・オンタリオチHにおける非jT処j践について~いわゆる?絞

;}ii{μ からの大転換'""J ケース研究汐0王子 (2007王手) 147 Nは，終(こF引f'行率の減

少をふ YCJAにおける社会1*1処j患の充尖への転換による災絡であるとしている

60) W. Jamiesoll and L. Hart， Compel1dIlIIll o{ ProlllIsil1g CrImc Prcl'cl1tiOI1 Practiccs In 

Crll1ado， 2003， p. 3; S. Alvi， YOllth CrI1I1Il101 PoIIc)' Il1 Cll11Odo， A Criticnl 1l1trodllctiol1， 

2012， pp.33 

61) Ont註rio.¥Iinistrv of Community and Social Servic己主，Omario Child Healt/z Stlld¥': 

Childrel1 nt Risk， 1ヲ90，p. 20 

62) Alvi， slIpra， nolc 60， pp. 79. 

63) R. ¥'. C.D“， [2005] 3 S. c. R. 668， [2005] S. C. J. NO.79 (QL)， 2005 SCC 78. 

64) R. 1'. Sんc.， 2008 SCC 47 

65) R.γ号 B.¥¥'. P.， [2006] S. c. J. NO.27 (QL)， 2006 SCC 27. 

66) ト~. Bala， Rcsponding to Adolescent Offcnder: The YC]A and Sentcncing Youth as 

Adlllt (2007)， 113 Verdict， pp.54; Bala et. 01.， sllpm， note -1仏 p.158.

67) 述訟であるとするよ主判例として，QlIebcc伶JinIsterof ]ustice) 1七Cal1ado爪lIIIIstcr

ofJlIstice) (2003)， 175 C.C.c. (3d) 321，10 C.R. (6th) 281 CQllebec C.A.); R 1'. 

R. 1¥'. c.， 2005 SCC 61; R. l'ん0.， [2007] 0.).800 CC.i¥.); R γ. D.13.， [2008] O. J. 

1112 Cc.人).他方，会慾であるとする主主判伊!として， l?. 1七K.J). T.， [2006] B. C. J 

253 Cc. A.). 

68) R. ¥'. D. n.， 2008 SCC 25. 

6ヲ) L. Casav乱ntand D. Valiqllet， Bill Cω38: :1.11 :lct to :lmelld thc Royal Canodial1 

MOllllted Police Act ilIzd to Moke COllseqllclItIal Alllcndmcl1ts to Ot/zer Acts， 2010， 

ー、ノ

;
 

pa 
70) C. Cesaroni and N. Bala， Deterrence as立 iヘincipleof YOllth Sentencing:災oEf-

t~とct on YOllth， but乱 SignificantEffect on Jlldgcs (2008)， 39 Qucen's Law )ournal， 

pp.H7. 

il) Bala， el 01.， supra， note 49， p.160. 

72) Alvi， supra， note 60， p.20. 

むすびに代えて

以上，カナダの少年司法政策について，少年司法システムが独立する以前

の段階から，最新の少年部事裁判;ままでの変還を諜観してきた。すでに明ら
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かにしたように，カナダの少年司法政策は，福祉モデノレ少年司法システム

(jDA)から出発し，司法モデノレ少年E司法システム (YOA)へと大転換を遂げた

後に，少年犯罪(者)合成人犯罪(者)から完全に匿別して扱う法制度 (YCJ八)

として今日に室っている。それぞれの法制度の運用の実際とその評錨につい

ては，すでに した通りであるが， YCJ八のもとでの今後の動向について

は必ずしも明らかなものにはなっていない。

特lこ，軽微な犯罪(初犯者による非暴力的犯採が典型)に対する社会内処遇

(ダイグァージョン)ぞ積模的に推進する一方で，凶悪な暴力的犯罪(特{こ常習犯)

に対する厳しい対応(正式裁判{こもとづく刑罰の活用)という，複合的構造のも

のとして YCJ八が成立している点をどのように評価するかが関われている。

前者は，アボリジニー少年の特性に対する考慮や一般的な形で再社会化・存

続合を重視する点において損祉モデノレ的発想、を前提とするものであり，被害

者に対する配患や修接的可法への傾斜とダイグァージョンの讃極的な活用に

社会変革モデ、ノレ的な側面が示されている。また，現時点までの YCJAの運用

はこのような開面喜子実現する方向にあるとの指摘も少なくないc 他方，後者

lふー殻の刑事裁判所への移送制度を涜止し， i少年刑事裁判所jにおける

「成人判決(成人別けの宣告を?可能にした点で，少年「刑事裁判システムj

に完全に移行したかのような印象を与えるものであり，侵害原理と司法モデ

ルぞ徹底するものと見ることもできる c さらに，そのような方向性を強〈志

向する改正案が提示され続けていることも軽拐できない事実である。

少年司法システムを支える法制度は摩史的産物であり，各国における具体

的なあり方も自明のものではないc ただ，本稿で見た摩史を経て制定された

YCJAとそれにもとづくカナダの少年法制は，少年司法システムのひとつの

あり方を示すものであり，それ自体としても，また比較法的にも，住居すべ

きものであることは疑いの余地がないっ

*本稿は，南山大学 2012年度ノtッへ研究奨励金トA-2(特定研究lJ}J成・一般)(こ

もとづく研究成果の一部である。
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